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応　募　要　領 
■応募方法（シンボルキャラクター・愛称とも） 
 
1110city.comの専用ページから直接応募 
 
1110city.comの専用ページから応募用紙を直接プリ
ントアウトして必要事項を記入の上、作品とともに「よ
うこそ川口キャンペーン事務局」に郵送 

■応募資格 
川口が好きで、楽しくにぎやかなまちにしたいと思ってく
れるかたなら個人・グループなどどなたでも応募できます。 
（1応募用紙1作品　応募数制限はありません） 

■作品 
応募者の未発表創作（執筆）作品で電子データまたは
手書きのもの。（シンボルキャラクターはA4判・カラー） 
※電子データは、JPEG、GIFまたはPDF形式でサイズは1メ
ガバイトまで。 
※人気投票の対象となった作品は補作・加工・修正すること
があります。 

■応募期間 
 
 
 
 
■決定と発表 
書類の審査後、2月中旬に1110city.comでシンボルキ
ャラクターと愛称の“組み合わせ人気投票”を行い3月
下旬に決定します。決定作品の作者には通知の上、
1110city.comで発表します。 
※版権、著作権、使用権、商品化権など一切の権利は市に帰
属します。 

■詳しくはWEBで！ 

方法その1

方法その2

パソコンなどからは 

携帯電話からはQRコードで 

問い合わせ…ようこそ川口キャンペーン事務局（川口市広報課内） 
　　蘂048-259-7628 　薨048-258-5661　ｅ-ｍａｉｌ koho@city.kawaguchi.lg.jp

川口市の 
シンボルキャラクターと 
キャラクター愛称を 

川口市の 
シンボルキャラクターと 
キャラクター愛称を 

あ
な

た
のア
イデア待ってま
す

シンボル 
キャラクター 
優秀賞（1点） 

賞金 

20万円 

シンボルキャラクター 

愛称 
優秀賞（1点） 
ギフトカード 

1万円分 

大募集！ 大募集！ 大募集！ 

12月10日(金)～ 
　　　平成23年1月31日(月)まで 
※郵送の場合は、締切日の消印まで有効です。 

文化・芸術・エンターテイメントはもちろん自然・歴史・お祭りがいっぱい。そんな川口の楽しさ・にぎやかさを、もっ
とたくさんの人に伝えたい。そこで川口のメッセンジャーになってくれるシンボルキャラクターを大募集しちゃいます。
そして、川口のシンボルキャラクターの名前ならコレ！という愛称も大募集！みんなに愛され、もっとたくさんの人が
ふれあい、楽しくてにぎやかでホッとできるまちになるよう、とびきりのアイデアをご応募ください。 

当ホームページにて 
人気投票 
平成23年2月中旬 


